
議案第２７号  
北九州市電気工作物保安規程の一部改正について  

北九州市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  
令和５年１２月２１日提出  

                    北九州市教育委員会  
教育長 田 島 裕 美  

提案理由 以下の省令の改正に伴い、北九州市電気工作物保安規程の一部を改

正する必要があるため、この訓令案を提出する。  
①電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令に伴い、サ

イバーセキュリティの確保の事項を追加する必要が生じたため、記載を加え

るもの。  
 ②電気事業法施行規則等の一部を改正する省令に伴い、「法定事業者検査」

が「法定自主検査」に改められたため、規程内の用語についても改めるもの。  
 



 



 
北九州市電気工作物保安規程の一部改正について（概要）  

 

１ 改正理由・改正の目的 

 （１）令和４年６月１０日付け、電気設備に関する技術基準を定める省令の

一部を改正する省令（経済産業省令第５１号）に伴い、サイバーセキュ

リティの確保の義務づけの対象が全ての事業用電気工作物に拡大。北九

州市電気工作物保安規程（昭和４２年北九州市教育委員会訓令第１号 

以下「規程」という 。） についてもサイバーセキュリティ確保の事項を

追加する必要が生じたため、記載を加えるもの。尚、サイバーセキュリ

ティ確保のための要綱（以下「別に定める基準」とする 。） は施設毎に

定め運用する。 

 （２）令和４年１２月１４日付け、電気事業法施行規則等の一部を改正する

省令（経済産業省令第９６号）に伴い、「法定事業者検査」が「法定自

主検査」に改められたため、規程内の用語についても改めるもの。 

 

２ 改正内容 

（１）サイバーセキュリティの確保に係る規定の追加 

 第２２条を第２３条とし、第２１条の次に次の１条を加える。 

（サイバーセキュリティの確保） 

   第２２条 施設の長は、別に定める基準により、サイバーセキュリティ

（サイバーセキュリティ基本法（平成２６年法律第１０４号）第２条に

規定するサイバーセキュリティをいう 。） の確保のための適切な措置を

講じなければならない。 

 （２）用語の改め 

   第１８条中「法定事業者検査」を「法定自主検査（電気事業法施行規則

（平成７年通商産業省令第７７号）第５０条第３項第８に規定する法定

自主検査をいう。以下同じ 。）」 に、「もとに」を「下に」に改める。 

第１９条中「法定事業者検査」を「法定自主検査」に改める。 

 

３ 施行期日 

  公表の日（関連法令が既に施行されているため） 
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